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2009 年 11 月に中台間で締結された「金融監督の協力に関する覚書(以下、【ＭＯＵ】)」が、2010 年 1 月

16 日に発効しました。更に、ＭＯＵの実施細則に当たる「金融業務往来及投資許可弁法（以下、【弁法】）」

が 2010 年 3 月 16 日、台湾の行政院金融監督管理委員会によって公布・施行されました。これにより、従来

制限されていた中台間の銀行・証券・保険業の相互投資が規制緩和され、一部開放されることとなりました。 

今回は、銀行業に関する部分についてお知らせします。 

 

１．【ＭＯＵ】【弁法】発効後の銀行業の投資規制緩和概要 ※主な部分のみ抜粋 

   

＜台湾金融機関（銀行）の中国本土への投資＞ 

発効前 発効後 

･駐在員事務所の設置が可能 

 

･駐在員事務所の他、支店や子会社の設立が可能 

･地場銀行への出資が可能 

（相互の金融当局他関連機関の認可取得必要、出資比率上

限あり、出資対象は１行に限る） 

 

  ＜中国本土金融機関（銀行）の台湾への投資＞ 

発効前 発効後 

不可 

 

･駐在員事務所又は支店開設が可能 

（駐在員事務所開設申請には「世界銀行ランキング 1,000

位以内」「ＯＥＣＤ加盟国で 2 年以上の銀行業務経験」

「対象は 1 事務所に限る」他の条件あり） 

（支店開設申請には「世界銀行ランキング 200 位以内」

「台湾で 2 年以上の駐在員事務所運営経験」「ＯＥＣＤ

加盟国で 5 年以上の銀行業務経験」他の条件あり） 

･地場銀行への出資が可能 

（出資比率上限あり、出資対象は 1 行に限る） 

 

２．今後の見通し 

  【ＭＯＵ】【弁法】発効後、相互市場への参入に動き始めた金融機関もありますが、資格要件等のハー 

ドルが存在しているため、対象となる金融機関は限られているのが実情です。今後、中台間で協議を続 

けている「両岸経済協力枠組み協議（ＥＣＦＡ）」に、更なる自由化についての内容が盛り込まれること 
が期待されています。 


